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 （目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則第２０条第２項及び国立大学法人

東京外国語大学大学院学則第３６条第２項の規定に基づき、本学において授与の所要資

格を得させることができる教員の免許状の種類及び免許教科について、定めることを目

的とする。 

 （学部） 

第２条 言語文化学部、国際社会学部及び国際日本学部において、当該所要資格を得させ

ることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、次の表に掲げるとおりとする。 

学部 学科 免  許  状  の  種  類 

言 

語 

文 

化 

学 

部 

言 

語 

文 

化 

学 

科 

中学校教諭一種免許状（英語） 

高等学校教諭一種免許状（英語） 

中学校教諭一種免許状（ドイツ語） 

高等学校教諭一種免許状（ドイツ語） 

中学校教諭一種免許状（フランス語） 

高等学校教諭一種免許状（フランス語） 

中学校教諭一種免許状（スペイン語） 

高等学校教諭一種免許状（スペイン語） 

中学校教諭一種免許状（中国語） 

高等学校教諭一種免許状（中国語） 

中学校教諭一種免許状（朝鮮語） 

高等学校教諭一種免許状（朝鮮語） 

国 

際 

社 

会 

国 

際 

社 

会 

中学校教諭一種免許状（社会） 

高等学校教諭一種免許状（地理歴史） 

 



学 

部 

学 

科 

国 

際 

日 

本 

学 

部 

国 

際 

日 

本 

学 

科 

中学校教諭一種免許状（国語） 

高等学校教諭一種免許状（国語） 

 （大学院） 

第３条 大学院において、当該所要資格を得させることができる教員の免許状の種類及び

免許教科は、次の表に掲げるとおりとする。 

 研究科  専 攻 コ ー ス   免  許  状  の  種  類 

総合国際学

研究科 

世界言語社会専攻 

言語文化コース 

中学校教諭専修免許状（英語） 

高等学校教諭専修免許状（英語） 

世界言語社会専攻 

国際社会コース 

中学校教諭専修免許状（社会） 

高等学校教諭専修免許状（地理歴史） 

国際日本専攻 

国際日本コース 

日本語教育 

リカレントコース 

 

中学校教諭専修免許状（国語） 

高等学校教諭専修免許状（国語） 

   附 則 

 この規程は、昭和５３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５５年４月３０日から施行し、昭和５５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５７年４月２１日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５９年４月５日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６２年４月１５日から施行し、昭和６２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６３年１月２０日から施行し、昭和６２年５月２１日から適用する。 

   附 則 

１ この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 平成２年４月１日前に外国語学部に在学し、卒業するまでに改正前の規程に規定する

教育職員免許状の所要資格を得た者は、当該旧免許状に対応する新免許状に係る所要資

格を得たものとみなす。 

３ 平成２年４月１日前に大学院修士課程に在学し、平成５年３月３１日までに修士の学

位得た者で改正前の規程に規定する教育職員免許状の所要資格を得た者は、当該旧免許



状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 

   附 則 

 この規程は、平成３年３月６日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成３年５月８日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規程第２条の規定によるインドネシア・マレーシア語学科及びインドシナ語

学科が課程認定を受けている免許状については、改正後の規程第２条の規定にかかわら

ず、平成４年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、

存続するものとする。 

３ 改正前の規程第３条の規定による外国語学研究科及び地域研究研究科が課程認定を受

けている免許状については、改正後の規程第３条の規定にかかわらず、平成４年３月３

１日に当該研究科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものと

する。 

   附 則 

１ この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規程第２条の規定によるアラビア語学科及びペルシア語学科が課程認定を受

けている免許状については、改正後の規程第２条の規定にかかわらず、平成５年３月３

１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとす

る。 

   附 則 

１ この規程は、平成８年４月１９日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

２ 改正前の規程第２条の規定により各学科が課程認定を受けている免許状の種類及び免

許教科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年１２月２８日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成１８年６月２０日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。

２ 改正前の規程第３条の規定による地域文化研究科が課程認定を受けている免許状につ

 いては、改正後の規程第３条の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該研究科

 に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

   附 則 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規程第３条については、改正後の規程第３条にかかわらず、地域文化研究科

に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、平成２４年４月２４日から施行し、改正後の東京外国語大学において授



与資格を得させることができる教員の免許状の種類等に関する規程の規定は、平成２４

年４月１日から適用する。 

２ 外国語学部に在学する学生は、なお従前の例による。 

３ 外国語学部に在学する科目等履修生は、改正前の国立大学法人東京外国語大学におい

て授与資格を得させることができる教員の免許状の種類等に関する規程第２条の規定を

適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規程第３条の規定による総合国際学研究科が課程認定を受けている免許状に

ついては、改正後の規程第３条の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日に当該研究

科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

   附 則 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規程第２条の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日に在学する学生につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規程第２条の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日に在学する学生につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


